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日本におけるシシ観の変遷 
―獣･猪･鹿･宍･肉― 

 
大本敬久 

(愛媛県歴史文化博物館) 

 
 
1.はじめに 

本報告では、日本古代における肉食禁忌とケガレ観念の変遷を明確にすることにより、シシ

（猪・鹿）をはじめとするケモノ・ケダモノ（獣・畜）と人間の関係の時代的変化を提示してみ

たい。日本における肉食文化についてまとめたのは、原田信男氏『歴史のなかの米と肉‐食事・

天皇・差別‐』である[註１]。この著作において、弥生時代末期の『魏書東夷伝倭人条』に服喪中

には肉食をしない旨が記され、肉食を穢れとみなしていたことがうかがえ、その後の古代律令国

家においては天武天皇４（６７５）年に肉食禁止令が出され、牛・馬・犬・猿・鶏の肉食が禁じ

られるが、これは仏教の殺生禁断の思想が基礎となっている。平安時代に入ると肉食に対するケ

ガレ観念が発達し、仏教的な殺生の罪が強調され、やがて肉食への賤視も始まり、中世を通じて

肉食の否定が社会通念として定着したものの、現実には肉食は広汎に行われていた。以上が原田

氏の提示した説であり、現在では通説化している。しかし近年、拙著『触穢の成立―日本古代に

おける「穢」観念の変遷―』などにより[註２]、古代のケガレ観念の研究が進展したこともあり、

それらの成果に照らし合わせた肉食禁忌の文化論の構築が求められる。 
 
2.二種類ある民俗芸能「シシ舞」 
 日本の「シシ」文化を考える上の参考として、神社祭礼等で披露される「シシ舞」があるので、

ここで簡略に紹介しておきたい。日本の獅子舞（シシ頭を被って行う芸能）には、①二人立ちと

②一人立ちの二系統がある。①の二人立ちのシシ舞は一般に「獅子舞」と表記され、二人または

それ以上の人が獅子頭についている幕の中に入って舞うもので全国各地に見られる。一方、②の

一人立ちのシシ舞は「獅子踊」・「鹿踊」ともいわれ、一人がシシ頭に幕を下げて被り、腹に付け

た太鼓を打ちながら舞うが、その分布は東日本以北であり、西日本には仙台伊達家からの入部に

より愛媛県南予地方周辺にのみ見られる。①のシシ舞（「獅子舞」）の起源は仏教文化とともに日

本に移入された楽舞「伎楽」である。天平１９（７４７）年『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』な

どに伎楽の仮面類が記され、東大寺正倉院には天平勝宝４（７５２）年の銘のある最古の仮面が

保管されている。この時代は「獅子」ではなく「師子」の字が使われた。「師子」は伎楽の序曲と

して演じられていたが、中世以降、大神楽の獅子や山伏神楽の権現様のように、旅の宗教者など

が行道しながら獅子頭を用いて家々を祓う「獅子」が多く見られるようになる。また祭礼文化の

広がりによって江戸時代には獅子舞が全国に伝播した[註３]。これらの「獅子」のモデルは想像上

の動物であるが、ルーツはライオンである。このライオンルーツの「獅子」の類例としては神 
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1-1 愛媛県松山市の獅子舞 
 

1-2 愛媛県今治市の継ぎ獅子 

 
2-1 宮城県栗原市の鹿踊 

 

2-2 愛媛県鬼北町の五ツ鹿 

社等の狛犬、沖縄のシーサー、シンガポールのマーライオンなどがある。「獅子」、「師子」も中国

からの漢字として日本に定着したもので、「イノシシ」、「カノシシ」の「シシ（宍・肉）」とは発

音は同じであるが語源が全く異なっている。「獅子」は想像上の動物であり、猪、鹿とは直接結び

つくことはない。猪、鹿と結びつくのは②の一人立ちシシ舞である。主には「鹿踊」と表記され

るが、山形県東根市長瀞のようにシシ頭のモデルは猪だという事例もある。この一人立ちシシ舞

の起源は、狩猟で殺された鹿を供養したという説や、山麓で遊んでいた鹿の子の姿をまねたとい

う説などがある。時代的に見ると①のライオンルーツの「獅子舞」は奈良時代にまで遡ることが

できるが、②の一人立ちのシシ舞（鹿踊）は時代的には慶長年間（１６世紀後半）の東北地方で

史料上、確認できるものの、室町時代以前に遡ることはできない[註４]。②は江戸時代初期以降に

関東、東北地方にて広く伝播、定着したものと推測されている。また、頭の形相を見ても実際の

鹿や猪を模している事例は少なく、岩手県田野畑村菅窪と愛媛県南予地方は実際の鹿を模してい

るが、鹿の狩猟伝承とシシ舞（鹿踊）は直接結びつかない。中世後期から近世における祭礼、芸

能の風流の一種として「流行」して伝播したものであり、日本のシシ観念（鹿、猪）の基層に通

ずると断言することは難しい。狩猟文化の結実として鹿踊が成立したのではなく、神に供奉する

動物観、聖獣観を基礎として成立したと考えるのが適当であろう。 
 
３.獣･猪･鹿･宍･肉 

享保２（１７１７）年に新井白石が著した『東雅』によると「我国いにしへ、凡獣をばシシと

云ひけり、日本紀に獣の字読みてシシといふ、即是也、其肉の食ふべきをや云ひぬらん、牛をウ



17

シシ垣サミット　in 愛媛
予稿集

2015年 12月 19日

シといひ、鹿をシカと云ひ、羚羊をカマシシといひ、羊をヒツシといふが如き、皆これ其肉の食

ふべくして、また角生ふる者共なり」とあり[註５]、『日本書紀』に獣をシシと呼ぶ事例があるこ

とが紹介されている。「獣」･「猪」･「鹿」･「宍」･「肉」はいずれも「シシ」と読むことができ

るが、『日本国語大辞典』によると「シシ」とは「人体の肉や、食用とする猪や鹿などの肉をいう。」、

「けもの。特に、猪や鹿をいう。けだもの。」とされている[註６]。「宍」は食される動物の肉のこ

とであり、「肉」は食される肉そのものを意味する。「猪」、「鹿」は「イノシシ」、「カノシシ」で

あり、原初的には「イ」、「カ」であったものに「シシ」が付随して成立した呼び方である。問題

は「獣」である。「シシ」よりは「ケモノ」、「ケダモノ」の訓が一般的である。そして「獣」は「畜」

と対比されながら用いられる。承平年間（９３０年代）に成立した『和名類聚抄』には「獣 文

選注云、毛群曰獣也、爾雅注云、四足而毛謂之獣《音狩、和名介毛乃》、畜 野王按、六畜《音宙、

一音救、俗云畜生如軸生二音、和名介太毛乃》、牛馬羊犬鶏豕也」（《 》は二行割註）とあり[註７]、

「獣」と「畜」が明確に区分されており、和名も「獣」が「介毛乃（ケモノ）」、「畜」は「介太毛

乃（ケダモノ）」と区別されている。ところが江戸時代中期成立の谷川士清著『和訓栞』では「け

だもの 和名抄に畜をよめり、毛田物の義、牛馬の類をいふ也、けものと別称にや（中略）けも

の 和名抄に獣をよめり、毛物の義也、畜をけだものと訓ぜり、今俗野獣をけだものといひ、畜

産をけものと覚えたるは、反せるに似て、神代紀の訓也、両訓実は一語なるべし」とあり[註８]、

『日本書紀』の訓を紹介し、江戸時代中期には「今俗」つまり一般には獣は「ケダモノ」、畜が「ケ

モノ」とされている。なお『日本書紀』の訓は成立時の奈良時代の訓ではなく、巻一であれば鎌

倉時代成立の卜部兼方本が底本とされ、鎌倉時代以降の訓と考えるべきである[註９]。このように

獣・畜の「ケダモノ」・「ケモノ」の訓は史料や時代によって混交しており、検討を要する。 
 
４．肉食禁忌と神社からの狩猟の排除 

肉食禁忌については、『日本書紀』天武天皇４（６７５）年４月１７日条「諸国に詔して曰はく、

今より以後、諸の漁猟者を制めて、檻穽（おり・ししあな）を造り、機槍（ふみはなち）の等き

類を施すことを莫。且牛・馬・犬・猿・鶏の宍を食らふこと莫。以外は禁の例に在らず。若し犯

すこと有らば罪せむ」とあり[註１０]、具体的な狩猟の方法（檻・落とし穴・仕掛け槍）が明記さ

れ、宍の種類は牛・馬・犬・猿・鶏であって、ここには、鹿、猪は入っていない。これが聖武天

皇の『続日本紀』天平２（７３０）年９月２９日条では「詔曰（中略）造阹（おり）多捕禽獣者、

先朝禁断、（中略）而諸国（中略）殺害猪鹿、計無頭数（中略）宜頒諸道、並須禁断」とあり[註１

１]、天武天皇４年条では鹿、猪は含まれていなかったが、ここでは鹿、猪が含まれている。同じ

く『続日本紀』天平１３（７４１）年２月７日条では「詔曰、馬牛代人、勤労養人、因茲、先有

明制、不許屠殺、今聞、国郡未能禁止。百姓猶有屠殺（後略）」とあり[註１２]、殺牛馬を禁止した

にも関わらず、国郡ではそれが守られていないとし、殺牛馬の禁止の理由については牛馬は人に

変わって勤労（農耕）を助けるためであると明記されている。猪、鹿はその限りではないと思わ

れ、この条文では明記されていない。このように牛馬等の肉食禁止、殺牛馬の禁止は出てくるも

のの、猪、鹿つまり「畜」ではなく「獣（シシ）」はその規程が曖昧である。これを物語るように

孝謙天皇の『続日本紀』天平宝字２年７月４日条では、光明皇太后の体調が思わしくなく、７月

から１２月３０日までは「殺生禁断、又以猪鹿之類、永不得進御」とあり[註１３]、牛馬などは殺
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生禁断とされつつも、猪、鹿は献納してはいけないとされている。これは①献納はしないが、猪、

鹿の殺生は禁止していない。殺生の対象に猪、鹿は含まないと解釈するか、②猪、鹿の殺生も含

めて禁断であり、その上、猪、鹿の宍（肉）を献納することは今後してはいけないと解釈するか、

わかれるところである。このように古代の肉食禁止については、牛馬などと猪、鹿は区別して史

料を読み込む必要があるといえる。なお、猪、鹿の奉献については『延喜式』内膳司や大膳職つ

まり９００年代に成立した内裏周辺での日常や儀式での食事・食材を記した史料の中に猪、鹿に

関する食材が多く出てくる[註１４]。これは天皇をはじめ貴族が９００年代前半にいたるまで猪、

鹿肉を食していたことを物語り、孝謙天皇の天平宝字２年で完全に禁止されたわけではなかった。

これは皇太后の病という臨時的な理由であって、恒常的ではなかったといえる。さて、律令の条

文にも肉食に関するものがある。奈良時代中期に施行された『養老令』のうち神祇令散斎条、つ

まり神祇祭祀に関わっている期間には「不得弔喪、問病、食宍、亦不判刑殺、不決罰罪人、不作

音楽、不預穢悪事」とあり、宍を食べたり、穢悪（義解では「不浄之物」とある）に預かっては

いけないとする[註１５]。これを読む限り、宍を食べること自体は穢悪ではないことがわかる。な

お僧尼令飲酒条では「凡僧尼、飲酒、食宍、服五辛者、卅日苦役」とあり[註１６]、僧侶の肉食は

禁じられている。しかし神祇令、僧尼令で食宍は禁止されるもこれは祭祀に関わる期間であった

り、出家の身であったりと、ごく限られた場合である。仏教の浸透とともに庶民にも肉食禁忌の

思想が浸透するという傾向が必ずしもあてはまらないことがわかる。肉食禁忌の規定が神祇祭祀、

僧侶に関連して出てくることに関連して、奈良時代から平安時代初期の神社の社地において獣・

畜を排除しようとする史料が多く見られる。それは太政官符などとして出ており、『類聚三代格』

に収められている。まず神亀２（７２５）年７月２０日の聖武天皇の詔として、神祇社内は清浄

を先とするものの、諸国では穢臰があり、雑畜を放っている状態であり、慎んで常に清掃をする

ことが述べられている[註１７]。また仁明天皇の承和８（８４１）年３月１日太政官符では、春日

大社の山において狩猟や伐木を禁止している。その理由が「狩猟之輩、触穢斎場、採樵之人伐損

樹木、神明収咎、恐及国家」とある[註１８]。つまり春日大社の山で狩猟をすることは祭祀の場を

穢し、それが国家にまで及んでしまうというのである。この観念は奈良時代には見られず、後項

で触れる穢観念の変遷に基づくものであるといえる。類例は承和１１（８４４）年１１月４日太

政官符で賀茂社の近くの鴨川を清浄としなければならないので、狩猟や屠殺は禁止とされている

[註１９]。これら狩猟は当然、猪、鹿を対象としており、屠殺は牛馬を対象としている。８００年

代半ばに至って、神社周辺の清浄性が求められ、それが国家の清浄性にまで関わっているという

観念の登場であり、その祭祀の中心は天皇、そして貴族であったことは当然である。なお、文政

１３（１８３０）年に喜多村信節が著した『嬉遊笑覧』に「江談ニ、喫鹿宍、当日不可参内之由、

見年中行事障子（中略）今昔物語に、住丹波国者の妻、読和歌語に、後の山の方に鹿の鳴ければ

（中略）今の妻煎物にても甘し、焼物にても美き奴ぞかし」とある[註２０]。「江談」とは平安時代

末期に大江匡房が著した『江談抄』のことで、ここでは鹿の宍を食べた場合、当日に限ってであ

るが内裏に入ることができないことが記されている。つまり神社での祭祀だけではなく、平安時

代末期になると鹿肉を食べるだけで参内できないという時代になってくる。９２７年成立の『延

喜式』には内裏での食材に鹿、猪肉の記述があったものの、平安時代末期に至るまでに肉食禁忌

が厳しくなっていったことがわかる。また『今昔物語集』の鹿の鳴き声を聞いた妻が、煎っても
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焼いても美味いと夫を興ざめさせるが、それこそが貴族と庶民との感覚の差であったといえる。

つまり貴族社会での禁忌は神社祭祀や内裏といった限定された空間で求められたものであり、そ

れが社会通念として一般化していたかといえばそうではなかった。仏教の殺生禁断の思想が、肉

食禁忌を定着させた要因だという側面は否定はできないが、より肉食禁忌や狩猟の忌避を求めた

のは、神社祭祀の場であり、天皇の居住、執務の場であった。その肉食忌避の意識の高揚を時代

ごとに明確化させることが日本におけるシシ観の変遷を明らかにする手がかりだといえるだろう。 
 
５．穢を主張する主体（「律令祭祀制」から「平安祭祀制」へ） 

古代のケガレに関する規程については、９２７年成立の『延喜式』臨時祭「凡触穢悪事応忌者、

人死限卅日≪自葬日始計≫、産七日、六畜死五日、産三日≪鶏非忌限≫、其喫宍≪此官尋常忌之、

但當祭事餘司皆忌≫」がよく知られている[註２１]。これを以て、日本古代のケガレ観念というわ

けにはいかない。この『延喜式』の成立までには奈良時代からの約２００年の間に様々な変化、

変容があったことを忘れてはならない。私は「穢」という漢字を古代の史料から抽出していくと、

奈良時代には「穢シ（キタナシ）」や「穢ス（ケガス）」といった形容詞、動詞としてのみ使われ

ており、「穢」が「ケガレ」という訓で一文字名詞として用いられることはないことを『触穢の成

立』では指摘し、古代において「穢」そのものにも歴史的変遷が見られることを紹介した。そし

て「穢」の一文字名詞の初見が『続日本後紀』承和３（８３６）年９月１１日条であり、承和年

間以降、名詞としての穢（ケガレ）は各種史料に頻出することになることを明らかにした。この

ような名詞化は一種の「ケガレ」の「概念化」であり、この時期に穢観念（穢に触れることを忌

避する感覚）が強調されるようになったことを物語っている。具体的には、「穢」が一文字名詞と

して登場する初見は『続日本後紀』承和３（８３６）年９月１１日条「丁丑、遣左兵庫頭従五位

上岡野王等於伊勢大神宮、申今月九日宮中有穢、神嘗幣帛、不得奉献之状」という記事であり、

これ以降、一文字名詞の穢は文献上頻出するようになる。この「穢」の一文字名詞の登場は、穢

が共通認識として概念化されたことを示す。さらに、貞観年間になると、「人死穢」（『日本三代実

録』貞観３（８６１）年４月１７日条初見）、「馬死穢」（『同』貞観４（８６２）年６月１０日条

初見）、「犬死穢」（『同』貞観５（８６３）年４月１３日条初見）、「犬産穢」（『同』貞観７（８６

５）年９月３日条初見）、「失火穢」（『同』貞観１５（８７３）年３月３日条初見）のように、「○

○穢」という記事が頻出するようになる。これらのことから、穢の内容が具体化、細分化してい

ることがわかる。また、『同』貞観１６（８７４）年９月１０条などのように「此穢」、「其穢」と、

明確に穢の内容を指し示す記事も現れるようになる[註２２]。このケガレ観念の変遷の背景には、

「律令祭祀制」から「平安祭祀制」への変化があったと考えている。①「律令祭祀制」とは、大

宝律令やその後の養老律令の中の神祇令を基礎とする神祇祭祀制度であり、律令に定められた神

祇官による祭祀（祈年祭、月次祭、新嘗祭等中心）の運営が行われた奈良時代の祭祀形態である。

全国官社への幣帛班給（班幣）制度を主としており、「班」とは「班田収受の法」の「班」ように

「わかつ、わける」の意味である。この「わける」主体は朝廷であり、朝廷が神社に幣帛を与え

るというように、朝廷が上、神社が下と認識される制度である。これが平安時代初期に②「平安

祭祀制」へと変容する。幣帛班給制度から京畿内を中心とする有力大社への奉幣制度へと変化し

ていくのが大きな特徴である。「班給」から「奉幣」、つまり朝廷側から幣帛を神社に「たてまつ
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る」意識が強くなる。また、旧来の律令祭祀に規定された以外の「臨時祭」が重視されるように

なり、天皇の神社行幸も盛んとなる。その結果、天皇が「神聖なる祭祀王」として純化していき、

同時に政治の執行を担う摂関貴族が誕生し、９世紀に「天皇祭祀」と「摂関政治」の相互補完と

いう平安祭祀制が形成されていった[註２３]。それに伴って天皇や神社、そして朝廷そのものが「清

浄性」と必要不可欠とする時代となり、「清浄性」が強調されると同時に、排除される対象として

「穢」が意識され、それに触れることが忌避されるようになったのである。以上のように見てみ

ると、飛鳥時代から奈良時代にかけて肉食禁止令が出されるものの、天皇、貴族は盛んに肉食を

行っていた。現実には肉食禁止令は、仏教の殺生禁断思想が先鋭化したものであり、または皇族

の病気平癒のためであって、臨時的なものとして出されたものであった。恒常的な禁止令ではな

かったのである。ところが平安時代初期以降には、貴族の間で肉食禁忌が恒常的となってくる。

それは日常生活ではなく、神社祭祀に関係する場合や内裏での行事の参加の際に求められる斎戒

である。それは平安祭祀制度のもと、祭祀王として天皇の純化が見られ、ケガレを排除する意識

が高揚し、貴族もそれに準じていた。さらにいえば平安時代後期以降の武家の誕生も、肉食禁忌

やケガレを忌避する貴族社会の反動として、ケガレを厭わない者として武家が成立したという議

論も可能だろう。以上、ケガレ観念の変遷を紹介してみたが、この変遷は牛馬、猪鹿の狩猟、屠

殺、食宍等の文化の変容に大きく関わっているといえる。 
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